
 

 

 

 

 

 

 

第６期介護保険事業計画期間における介護保険料について 

 

 第６期介護保険事業計画期間(H27～H29)における県内各市町の第１号被保険者

(６５歳以上の高齢者)の介護保険料は、以下のとおりとなった。(各市町議会におい

て関係条例議決) 

 

１ 保険料基準額（月額） 

  平均で 6,063円 （現行 5,546 円、517円(9.3％)の増） 

 

○ 最高額 宝達志水町、中能登町：6,400円 

○ 最低額 川北町、能登町   ：5,000円 

 

 

２ 現行保険料との比較（市町別） 

 ○ 引き上げ １８市町 

 ○ 据え置き  １町（志賀町） 

 

 

３ その他 

○ 国では、４月上旬頃に全国平均額を公表予定 
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